
責任範囲 和魂技術ロードマップ

～2016 2025 2030～

１００％ 明確

０％ 不明確

関
係
当
事
者
間
の
責
任
分
担
の
明
確
度
合

＜民事上の損害賠償責任＞
民法709条715条
国家賠償法1条
自動車損害賠償責任法（完全自動は改正要）
国家賠償法2条
民法717条
製造物責任法
その他

Ａ→現行法制度を基本とし完全自動運転を踏まえた改正がなされる場合 Ｂ→新たな社会的補償制度が創設される場合

Ａ Ｂ

Ａ Ｂ

Ａ Ｂ

Ａ

Ｂ

通常有すべき安
全性・運転者過
失に関する判例
のバラツキ

判例の集積によ
る司法判断の
安定化

→事故解決プロセスの複雑化に

伴うＡＤＲ（裁判外紛争処理機
関）の普及
→現行制度の事実上の破綻、立

証義務に関する運用限界、求償
行為の多発など

→国、関係当事者による被害者

救済制度の創設？（費用負担の
問題あるも賠償責任の分担は争
点とならず）
→事故類型毎の責任分担に関
する事前合意の枠組の創設？

安全運転支援システム・レベル１～自動走行システム・レベル２ ～自動走行システム・レベル３ ～自動走行システム・レベル４

ロードマップ短期（～2016年） 中期～長期（～2025年） 長期（2025年～）

分
類
・

レ
ベ
ル

安全運転支援システム
自動走行システム

準自動走行システム 完全自動走行システム

情報提供型
自動化型
レベル１
単独型

自動化型
レベル２

システムの複合化

自動化型
レベル３

システムの高度化

自動化型
レベル４

完全自動走行

操
舵
等
の

担
い
手

運転者への注意
喚起等

加速・操舵・制動
のいずれかの操
作を自動車が行
う状態

加速・操舵・制動のうち、
複数の操作を一度に自
動車が行う状態

加速・操舵・制動を全て自動車が行う状態（緊急時対応：ドライ
バー）

加速・操舵・制動を全て自動車（ドライバー以
外）が行う状態

高
度
化
さ
れ
る
技

術

レーンキーピング
アシスト（車線逸
脱警報機能）等

プリクラッシュ
セーフティ等

レーダークルーズコント
ロール（レーダーにより
先行車と走行レーンを
認識し、設定速度内で
追従走行する。再発進
はドライバー操作によ
る。）＝自律型

高速道路など特定区域
自律型＋協調型（路車間）
特定区域内でも緊急時運転技術必要
事故原因は運転操作and/orシステム

車両側システム・車両外（道路・通信）システムは段階的に普
及

高速道路・幹線道路など特定区域
自律型＋協調型（路車間＋車車間）
特定区域内では運転技術不要
事故原因は×運転操作→○システム
車車間システムは段階的に普及
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